
秋
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

県
民
運
動

10
月
11
日
金
～
20
日
日

１
０
０
３
０
５
１

　
秋
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
県
民

運
動
を
次
の
運
動
重
点
に
よ
り
展

開
し
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

▼
総
務
課

☎
23‐３
５
０
４

23‐０
１
８
0

旅
券（
パ
ス
ポ
ー
ト
）の
申

請・受
け
取
り
が
市
内
で
行

え
ま
す      

１
０
０
０
７
６
９

　
市
民
課
窓
口
で
、
旅
券
の
申
請・

受
け
取
り
が
で
き
ま
す
。

対
象：
原
則
、
東
三
河
８
市
町
村

に
住
民
票
が
あ
る
方
で
、平
日
の
午

前
９
時
～
午
後
５
時
の
間
に
、旅
券

（
パ
ス
ポ
ー
ト
）の
受
け
取
り
が
可

能
な
方

※
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
市
民
課

☎
23‐３
５
１
１

23‐４
２
７
０

寄
付

　
次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
７
月
19
日
、イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル

株
式
会
社 

東
海
カ
ン
パ
ニ
ー
様

か
ら
環
境
保
全
活
動
の
た
め
、金

１
万
４
３
４
２
円
。

税

法
人
市
民
税
法
人
税
割
の

税
率
改
正

１
０
０
０
７
８
１

　
市
町
村
間
の
税
収
の
偏
り
を
是

正
す
る
た
め
、
法
人
市
民
税
法
人

税
割
の
税
率
を
引
き
下
げ
、
そ
の

引
き
下
げ
分
に
相
当
す
る
額
を
地

方
交
付
税
の
原
資
と
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
10

月
1
日（
火
）以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
分
か
ら
、
法
人
市
民
税
法

人
税
割
の
税
率
が
次
の
通
り
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。

◦
９・７
％
→
６・０
％

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
０
９

23‐０
１
８
０

法
人
市
民
税
の
各
種
届
出

１
０
０
０
７
８
１

　

市
内
で
法
人
な
ど
の
新
規
設
立

や
、
事
務
所・
事
業
所
の
新
規
開

設
を
し
た
場
合
、
速
や
か
に
登
記

簿
謄（
抄
）本（
写
し
）と
定
款（
写

し
）を
添
え
、
法
人
設
立（
変
更
）

等
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、「
商
号
」「
所
在
地
」「
代

表
者
」「
資
本
金
額
」「
決
算
期
」

な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
や
「
法

人
の
解
散
」「
事
業
所
の
閉
鎖
」

な
ど
を
し
た
場
合
も
、
そ
の
都
度
、

変
更
届
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。（「
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
」を
利
用
し

た
届
出
も
可
）

※
法
人
設
立（
変
更
）等
申
告
書

は
、
市
Ｈ
Ｐ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
０
９

23‐０
１
８
０

令
和
元
年
分

年
末
調
整
等
説
明
会

対
象：源
泉
徴
収
義
務
者　
日
時：

11
月
12
日（
火
） 

午
後
１
時
～
２
時

50
分　

場
所：
田
原
文
化
会
館　

多
目
的
ホ
ー
ル

▼
税
務
署
事
務
処
理
セ
ン
タ
ー　

法
人
課
税
部
門（
豊
橋
税
務
署
内
）

☎（
０
５
３
２
）52‐６
２
２
９

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
等

説
明
会

対
象：
個
人・
法
人
事
業
者　

日

時：
11
月
12
日（
火
）午
後
３
時
５

分
～
３
時
45
分　

場
所：
田
原
文

化
会
館　
多
目
的
ホ
ー
ル

▼
豊
橋
税
務
署　
法
人
課
税
第
一

部
門（
豊
橋
地
方
合
同
庁
舎
内
）

☎（
０
５
３
２
）52‐６
２
０
１

令
和
元
年
分

青
色
決
算
等
説
明
会

日
時：
12
月
６
日（
金
）午
前
10
時

～
正
午
／
午
後
１
時
30
分
～
３
時

30
分
※
午
前・
午
後
共
に
同
じ
説

明
内
容　

場
所：
ア
イ
プ
ラ
ザ
豊

橋　
小
ホ
ー
ル

▼
豊
橋
税
務
署　
個
人
課
税
第
一

部
門（
豊
橋
地
方
合
同
庁
舎
内
）

☎（
０
５
３
２
）52‐６
２
０
１

■架空請求詐欺に注意
　有料サイト利用料など
を請求するメールを送り
つけ、訴訟になるなどと
不安をあおり、コンビニエ
ンスストアで電子マネー
を購入させ、そのカード
番号などを伝えさせる架
空請求詐欺被害が増加
しています。
　この他、訴訟に関する最終告知のはがき
を送りつけたり、インターネット閲覧中に突然
会員登録完了を表示させたりする手口もあ
ります。
・このようなメールやはがきなどには絶対に

連絡しない！
・支払い手続きをする前に必ず家族や警察、

消費者ホットライン（１８８）に相談！

▶田原警察署☎23-0110
田原警察署だより

T A H A R A
≫田原市のデータ

交通事故発生件数

窃盗犯罪発生件数

火災・救急件数

※（　）内の数字は
　2019年の累計

8月

●人身16件（102件）
●負傷23人（147人）
●死亡0人（0人）
●物損110件（845件）

●侵入盗2件（13件）
●乗物盗2件（8件）
●非侵入盗7件（42件）

●火災0件（17件）
●救急240件（1621件）

▪
運
動
重
点

◦
住
宅
を
対
象
と
し
た
侵
入
盗

の
防
止
≪
年
間
取
組
事
項
≫

◦
自
動
車
盗
の
防
止

◦
特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止

◦
子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防

止
◦
暴
力
追
放
運
動
の
推
進
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